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(57)【要約】
【課題】近端側の話者の音声を適切なレベルで遠端側に
送信する音声処理方法を提供する。
【解決手段】音声処理方法は、マイク（１５）で収音さ
れた音信号から近端側の話者の音声の特徴量を抽出し、
抽出された音声の特徴量に基づいて、マイク（１５）で
収音された音信号のゲインを決定し、決定されたゲイン
によって処理された信号を遠端側に送信する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクと、
　前記マイクで収音された音信号から近端側の話者の音声である確率を求める音声推定部
と、
　前記音声推定部で推定された前記確率に基づいて、前記マイクで収音された前記音信号
のゲインを決定するゲイン決定部と、
　前記ゲイン決定部で決定された前記ゲインによって処理された信号を遠端側に送信する
送信部と、を備えた、音声処理装置。
【請求項２】
　前記マイクで収音された前記音信号における音信号対雑音の比率を推定するＳＮ比算出
部をさらに備え、
　前記ゲイン決定部は、前記確率と前記ＳＮ比算出部によって推定された前記比率とに基
づいて前記マイクで収音された前記音信号の前記ゲインを決定する、請求項１に記載の音
声処理装置。
【請求項３】
　前記マイクを複数備え、
　前記複数のマイクで収音された前記音声の相関を推定する相関算出部をさらに備え、
　前記ゲイン決定部は、前記確率及び前記相関を用いて前記複数のマイクで収音された前
記音信号の前記ゲインを決定する、請求項１又は２に記載の音声処理装置。
【請求項４】
　前記ゲイン決定部は、前記ゲインを段階的に下げ、又は前記ゲインを瞬時に上げる、請
求項１乃至３のいずれかに記載の音声処理装置。
【請求項５】
　前記ゲイン決定部は、前記確率が所定の条件を満たさなかった場合、前記ゲインを最小
に決定し、前記確率が前記所定の条件を満たした場合、前記ゲインを最小よりも大きい値
に決定する、請求項１乃至４のいずれかに記載の音声処理装置。
【請求項６】
　前記音声推定部は、ケプストラムを用いて、前記確率を求める、請求項１乃至５のいず
れかに記載の音声処理装置。
【請求項７】
　前記音声推定部は、機械学習方法を用いて、前記確率を求める、請求項１乃至５のいず
れかに記載の音声処理装置。
【請求項８】
　前記音声推定部は、前記マイクで収音された前記音信号の基音及び倍音の周波数分布を
用いて、前記確率を求める、請求項１乃至５のいずれかに記載の音声処理装置。
【請求項９】
　マイクと、
　前記マイクで収音された音信号から近端側の話者の音声の特徴量を抽出する特徴量抽出
部と、
　前記特徴量抽出部が抽出した前記音声の特徴量に基づいて、前記マイクで収音された前
記音信号のゲインを決定するゲイン決定部と、
　前記ゲイン決定部で決定された前記ゲインによって処理された信号を遠端側に送信する
送信部と、を備えた、音声処理装置。
【請求項１０】
　マイクで収音された音信号から近端側の話者の音声である確率を求め、
　求められた前記確率に基づいて、前記マイクで収音された前記音信号のゲインを決定し
、
　決定された前記ゲインによって処理された信号を遠端側に送信する、音声処理方法。
【請求項１１】
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　前記マイクで収音された前記音信号における音信号対雑音の比率を推定し、
　前記確率と前記比率とに基づいて前記マイクで収音された前記音信号の前記ゲインを決
定する、請求項１０に記載の音声処理方法。
【請求項１２】
　複数の前記マイクで収音された前記音声の相関を推定し、
　前記確率及び前記相関を用いて前記マイクで収音された前記音信号の前記ゲインを決定
する、請求項１０又は１１に記載の音声処理方法。
【請求項１３】
　前記ゲインを段階的に下げ、又は前記ゲインを瞬時に上げる、請求項１０乃至１２のい
ずれかに記載の音声処理方法。
【請求項１４】
　前記確率が所定の条件を満たさなかった場合、前記ゲインを最小に決定し、前記確率が
前記所定の条件を満たした場合、前記ゲインを最小よりも大きい値に決定する、請求項１
０乃至１３のいずれかに記載の音声処理方法。
【請求項１５】
　ケプストラムを用いて、前記確率を求める、請求項１０乃至１４のいずれかに記載の音
声処理方法。
【請求項１６】
　機械学習方法を用いて、前記確率を求める、請求項１０乃至１４のいずれかに記載の音
声処理方法。
【請求項１７】
　前記マイクで収音された前記音信号の基音及び倍音の周波数分布を用いて、前記確率を
求める、請求項１０乃至１４のいずれかに記載の音声処理方法。
【請求項１８】
　マイクで収音された音信号から近端側の話者の音声の特徴量を抽出し、
　抽出した前記音声の特徴量に基づいて、前記マイクで収音された前記音信号のゲインを
決定し、
　決定された前記ゲインによって処理された信号を遠端側に送信する、音声処理方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明の一実施形態は、音信号の信号処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、マイクから入力された音信号のレベルの強度を測定して、音信号のレベルの強度
と予め設定した音声強度閾値とを比較することで、音信号が音声であるか雑音であるかを
判定する音声調整装置があった（例えば、特許文献１を参照）。この音声調整装置は、所
定の音声強度閾値よりも大きい状態（有音状態）で任意の一定時間（５～１０秒）を越え
て継続している音信号を、人間の音声ではなく周囲の雑音であるとみなしていた。また、
この音声調整装置は、閾値よりも小さい状態（無音状態）が一定（２０～３０秒）を超え
て継続している音信号に周囲の雑音を含まないとみなしていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－８５４２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の音声調整装置は、該音声調整装置を使用している近端側の話者の
音声を、離れた位置（遠端側）にある別の音声調整装置又はスピーカを有する装置に対し
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て、適切なレベルで遠端側に送信することを考慮していなかった。
【０００５】
　この発明の一実施形態は、近端側の話者の音声を適切なレベルで遠端側に送信すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態に係る音声処理装置は、マイクと、前記マイクで収音された音信号
から近端側の話者の音声の特徴量を抽出する特徴量抽出部と、前記特徴量抽出部が抽出し
た前記音声の特徴量に基づいて、前記マイクで収音された前記音信号のゲインを決定する
ゲイン決定部と、前記ゲイン決定部で決定された前記ゲインによって処理された信号を遠
端側に送信する送信部と、を備えている。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一実施形態によれば、近端側の話者の音声を適切なレベルで遠端側に送信する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態１の音声処理システムの構成を示す図である。
【図２】実施形態１の音声処理装置の主要な構成を示すブロック図である。
【図３】実施形態１の音声処理装置の機能的構成を示すブロック図である。
【図４】実施形態１のケプストラムの波形の一例であって、図４（Ａ）は、音信号に音声
が含まれている波形を示す図であり、図４（Ｂ）は、音信号に音声が含まれていない波形
を示す図である。
【図５】実施形態１の音声処理装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図６】実施形態１のケプストラムを用いた特徴量の抽出処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図７】実施形態１のゲイン決定部の動作の一例を示すフローチャートである。
【図８】実施形態２の音声処理装置の機能的構成を示すブロック図である。
【図９】実施形態３の音声処理装置の主要な構成を示すブロック図である。
【図１０】実施形態３の音声処理装置の機能的構成を示すブロック図である。
【図１１】音響装置の主要なハードウェア構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　（実施形態１）
　図１は、実施形態１に係る音声処理システム１００の構成を示す図である。音声処理シ
ステム１００は、ネットワーク２を介して互いに接続される複数の（図１では２つの）音
声処理装置１及び音声処理装置３を備えている。
【００１０】
　音声処理装置１は、第１の地点に設置されている。音声処理装置３は、第２の地点に設
置されている。すなわち、音声処理装置１及び音声処理装置３は、互いに遠隔地に設置さ
れている。
【００１１】
　音声処理装置１及び音声処理装置３は、例えば、遠隔地における会議システムに用いら
れる。音声処理装置１は、例えば、音声処理装置１の利用者の音声を、ネットワーク２を
介して、音声処理装置３に送信する。また、音声処理装置３の利用者の音声も、同じく、
ネットワーク２を介して、音声処理装置１に送信する。
【００１２】
　音声処理装置１及び音声処理装置３は、同じ構成及び機能を有する。また、以下の説明
では、音声処理装置１の利用者を近端側の利用者又は話者と呼ぶ。また、以下の説明では
、音声処理装置３の利用者を遠端側の利用者又は聴者と呼ぶ。さらに、以下の説明では、
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音声処理装置１の話者の音声を、ネットワーク２を介して音声処理装置３に送信する例で
説明する。
【００１３】
　なお、以下の実施形態の説明は一例であって、本発明は、以下の例に限定されるもので
はない。
【００１４】
　図２は、音声処理装置１の主要な構成を示すブロック図である。音声処理装置１は、図
２に示すように、通信部１１、ＣＰＵ１２、ＲＡＭ１３、メモリ１４、マイク１５、スピ
ーカ１６、及びユーザインタフェース（Ｉ／Ｆ）１７を備えている。この例でいう、通信
部１１は、本発明の送信部に相当する。なお、音声処理装置３は、音声処理装置１と同じ
構成及び同じ機能を有するので、説明を省略する。
【００１５】
　ＣＰＵ１２は、記憶媒体であるメモリ１４からプログラムを読み出し、ＲＡＭ１３に一
時記憶することで、種々の動作を行う。
【００１６】
　メモリ１４は、フラッシュメモリ又はハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等からなる。
メモリ１４は、上記のようにＣＰＵ１２の動作用プログラムを記憶している。メモリ１４
は、特徴量抽出プログラム、ゲイン決定プログラム、及び通信制御プログラムを記憶して
いる。特徴量抽出プログラムは、後述の音声の特徴量抽出部１２１を構成するためのプロ
グラムである。ゲイン決定プログラムは、後述のゲイン決定部１２２を構成するためのプ
ログラムである。通信制御プログラムは、後述の通信部１１を制御するためのプログラム
である。
【００１７】
　マイク１５は、話者の音声及び周囲の雑音を含む音信号を収音する。マイク１５は、収
音した音信号（話者の音声及び周囲の雑音を含む音）をデジタル変換する。マイク１５は
、デジタル変換した音信号をＣＰＵ１２に出力する。
【００１８】
　ＣＰＵ１２は、マイク１５から入力された音信号に信号処理を施す。ＣＰＵ１２は、信
号処理を施した音信号を通信部１１に出力する。なお、音声処理装置１は、信号処理の専
用プロセッサ（ＤＳＰ：Digital Signal Processor）を備えていてもよい。この場合、Ｃ
ＰＵ１２の指示に従って、ＤＳＰが信号処理を行なう。
【００１９】
　ＣＰＵ１２は、信号処理として、マイク１５で収音された音信号から、話者の音声であ
る確率（人の声である信頼度）を求める。ＣＰＵ１２は、音声である確率に基づいて、遠
端側の聴者にとって近端側の音声をより聞き取りやすくするように音信号に信号処理を施
す。なお、信号処理の詳細は後述する。なお、この例でいう、音声である確率とは、０～
１００、又は０～１の値であってもよいし、基準を設けて、該基準と比較した度合いによ
って求められてもよい。
【００２０】
　ユーザＩ／Ｆ１７は、利用者からの操作を受け付ける。利用者から受け付ける操作は、
例えば、スピーカ１６の音量の調整等である。
【００２１】
　通信部１１は、ＣＰＵ１２で信号処理された音信号を、ネットワーク２を介して、遠端
側の音声処理装置３に送信する（図１参照）。また、通信部１１は、音声処理装置３から
遠端側の音信号を受信し、スピーカ１６に出力する。
【００２２】
　スピーカ１６は、通信部１１が出力した遠端側の音信号（利用者の音声）を放音する。
また、スピーカ１６は、入力された音信号がデジタル信号である場合、Ｄ／Ａ変換を行っ
てから音信号を放音する構成であってもよい。
【００２３】



(6) JP 2020-201337 A 2020.12.17

10

20

30

40

50

　ＣＰＵ１２の詳細な機能及び動作について、図３を参照して説明する。図３は、音声処
理装置１の機能的構成を示すブロック図である。ＣＰＵ１２は、マイク１５で収音された
音声を適切なレベルに調節し、通信部１１に出力する。
【００２４】
　ＣＰＵ１２は、図３に示すように、特徴量抽出部１２１と、ゲイン決定部１２２と、レ
ベル調節部１２３とを備えている。この例でいう特徴量抽出部１２１は、本発明の音声推
定部に相当する。
【００２５】
　特徴量抽出部１２１は、マイク１５で収音された音信号から、音声である確率として、
音声の特徴量を抽出する。より詳細には、特徴量抽出部１２１は、例えば、ケプストラム
を用いて、音声の特徴量を抽出する。
【００２６】
　図４（Ａ）は、ケプストラムの波形の一例であって、音信号に音声が含まれている例を
示す図である。図４（Ｂ）は、ケプストラムの波形の一例であって、音信号に音声が含ま
れていない例を示す図である。図４（Ａ）及び図４（Ｂ）の縦軸は、レベル（ｄＢ）を示
す。また、図４（Ａ）及び図４（Ｂ）の横軸は、ケフレンシー（ｍｓ）を示す。なお、図
４（Ａ）及び図４（Ｂ）は、低ケフレンシー成分を拡大したものである。
【００２７】
　特徴量抽出部１２１は、図４（Ａ）に示すように、例えば、リフタ（ケプストラムに使
用されるフィルタ）を使用するなどして、一点鎖線で囲まれた低次のケプストラムと二点
鎖線で囲まれた高次のケプストラムとに分離する。ここで、低次のケプストラムは、スペ
クトルの包絡成分に対応する。また、高次のケプストラムはスペクトルの微細成分に対応
する。
【００２８】
　音声は、基音と倍音で構成されている。音声の基音は、高次のケプストラムのピークと
して現れる。つまり、特徴量抽出部１２１は、高次のケプストラムにピークを検出した場
合、マイク１５で収音された音信号は、音声である確率が高いと推定する。この例では、
特徴量抽出部１２１は、高次のケプストラムにピークを検出した場合、ピークレベルを０
～１の値に変換（正規化）し、特徴量としてゲイン決定部１２２に出力する。
【００２９】
　一方、特徴量抽出部１２１は、図４（Ｂ）に示すように、高次のケプストラムにピーク
を検出しない場合、音声である確率が低いと推定する。特徴量抽出部１２１は、高次のケ
プストラムにピークが無い旨（特徴量を０とする旨）をゲイン決定部１２２に出力する。
【００３０】
　ゲイン決定部１２２は、特徴量抽出部１２１によって抽出された特徴量（０～１の値）
に基づいて、マイク１５で収音した音信号のゲインを決定する。ゲイン決定部１２２は、
例えば、特徴量が０～１の場合、ゲインを０（最小値）よりも大きな値に決定する。また
、ゲイン決定部１２２は、抽出された特徴量が０の場合、ゲインを０（最小値）に決定す
る。
【００３１】
　なお、ゲイン決定部１２２は、受け取った特徴量に応じて、ゲインを０～１の間に決定
してもよい。また、ゲイン決定部１２２は、予め閾値を決めておき、受け取った特徴量と
閾値とを比較して、ゲインを決定してもよい。この場合、例えば、ゲイン決定部１２２は
、特徴量が閾値以下であれば、ゲインを０に決定する。また、この場合、例えば、特徴量
が閾値を越えていれば、ゲインを０～１に決定する。
【００３２】
　レベル調節部１２３は、ゲイン決定部１２２によって決定されたゲインを用いて、マイ
ク１５で収音した音信号のレベルを調節する。
【００３３】
　音声処理装置１は、マイク１５で収音された音信号が音声である確率（特徴量）が高け
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れば、ゲインを１又は確率に応じて０～１の間に決定する。また、マイク１５で収音され
た音信号が音声である確率が低ければ、ゲインを０に決定する。これにより、音声処理装
置１は、近端側の不要な雑音を抑制することができる。従って、遠端側の聴者は、適切な
レベルで近端側の話者の音声を聞くことができる。
【００３４】
　音声処理装置１の動作について、図５を参照して説明する。図５は、音声処理装置１の
動作の一例を示すフローチャートである。
【００３５】
　特徴量抽出部１２１は、マイク１５で収音された音信号から、音声の確率として、音声
の特徴量を抽出する（Ｓ１）。ゲイン決定部１２２は、音声の特徴量に基づいて、マイク
１５で収音された音信号のゲインを決定する（Ｓ２）。レベル調節部１２３は、決定され
たゲインを用いて音信号のレベルを調節する（Ｓ３）。送信部は、処理された信号を遠端
側に送信する（Ｓ４）。
【００３６】
　次に、特徴量抽出部１２１による特徴量の抽出処理の一例について、図６を参照して説
明する。図６は、ケプストラムを用いた特徴量の抽出処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【００３７】
　まず、特徴量抽出部１２１は、マイク１５で収音された音信号にＦＦＴ（Fast Furies 
Transform）（高速フーリエ変換処理）を施し、ＦＦＴを施した信号の絶対値を計算する
。これにより、特徴量抽出部１２１は、音信号の振幅スペクトルを算出する（Ｓ１１）。
次に、特徴量抽出部１２１は、振幅スペクトルを対数計算（Ｌｏｇ計算）し、振幅スペク
トルをデシベル（ｄＢ）に変換する。これにより、特徴量抽出部１２１は、対数スペクト
ルを算出する（Ｓ１２）。さらに、特徴量抽出部１２１は、対数スペクトルにＤＣＴ（Di
screte Cosine Transform）（離散コサイン変換処理）を施す。これにより特徴量抽出部
１２１は、ケプストラム（波形）を算出する（Ｓ１３）。特徴量抽出部１２１は、算出し
たケプストラムの波形から高次のケプストラムのピークレベルを検出する（Ｓ１４）。特
徴量抽出部１２１は、検出したピークレベルを正規化した特徴量をゲイン決定部１２２に
出力する（Ｓ１５）。
【００３８】
　なお、特徴量抽出部１２１は、高次ケプストラムにピークレベルを検出しなかった場合
、音声の特徴量（音声である確率）を０としてゲイン決定部１２２に出力する。
【００３９】
　次に、ゲイン決定部１２２の動作の一例について、図７を参照して説明する。図７は、
ゲイン決定部１２２の動作の一例を示すフローチャートである。なお、以下の説明は一例
であって、限定されるものではない。
【００４０】
　ゲイン決定部１２２は、特徴量抽出部１２１から特徴量を受け取る（Ｓ２１）。ゲイン
決定部１２２は、受け取った特徴量に応じて、ゲインを決定する（Ｓ２２）。ゲイン決定
部１２２は、受け取った特徴量が０～１であれば、又は予め決められた閾値を越えていれ
ば、（Ｓ２２：Ｙｅｓ）、ゲインを０よりも大きい値に決定し、レベル調節部１２３に出
力する（Ｓ２３）。
【００４１】
　一方、ゲイン決定部１２２は、特徴量が０又は特徴量が閾値よりも低ければ、（Ｓ２２
：Ｎｏ）、ゲインを０に決定し、レベル調節部１２３に出力する（Ｓ２３）。
【００４２】
　実施形態１の音声処理装置１は、ケプストラムの波形のピークレベルから求められた音
声である確率（音声の特徴量）に基づいて、ゲインを決定する。音声処理装置１は、音声
である確率（音声の特徴量）に基づいて決定されたゲインで、マイク１５で収音された音
信号のレベルを調節する。これにより、実施形態１の音声処理装置１は、近端側の話者の
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音声を適切なレベルで遠端側に送信することができる。
【００４３】
　なお、ゲイン決定部１２２は、例えば、受け取った特徴量が１又は閾値を越えた場合、
瞬時にゲインを上げてもよい。この場合、音声処理装置１は、音声の始まり部分を聞き取
りやすくする（音声の頭抜けを抑制することができる）。また、ゲイン決定部１２２は、
受け取った特徴量が０又は閾値以下の場合、ゲインを時間の経過とともに段階的に下げて
もよい。この場合、音声処理装置１は、急激に音量が下がらないので、利用者に違和感を
覚えさせない。
【００４４】
　（実施形態２）
　実施形態２の音声処理装置１及び音声処理装置３のＣＰＵ１２Ａについて、図８を参照
して説明する。図８は、実施形態２のＣＰＵ１２Ａの機能的構成を示すブロック図である
。なお、上述の実施形態１のＣＰＵ１２と同じ構成には、同じ符号を付し、説明を省略す
る。また、実施形態２の音声処理装置１及び３は同じ構成及び同じ機能を有するものとし
、以下の説明では、音声処理装置１のＣＰＵ１２Ａを代表して説明する。
【００４５】
　実施形態２のＣＰＵ１２Ａは、図８に示すように、マイク１５で収音された音信号に対
する、周囲の雑音のＳＮ（Signal to Noise）比率を算出するＳＮ比算出部１２４を備え
ている。すなわち、ＣＰＵ１２Ａは、ＳＮ比率の算出を、プログラムを読み出して実行す
る。
【００４６】
　ＳＮ比算出部１２４は、音信号と、雑音（例えば、タイピング音、空調の音、装置から
遠い位置の音など、話者の音声以外の音）とのＳＮ比率を算出する。ＳＮ比率は、例えば
、以下の数式１よって算出される。
【００４７】
【数１】

【００４８】
　上記の数式１において、Ｐｓは、マイク１５で収音された音信号のパワーである。また
、ＰＮは、マイク１５で収音された雑音のパワーである。この場合、ＳＮ比算出部１２４
は、例えば、予め、近端側の話者が音声を発していない（話していない）状態において、
雑音のパワーを算出しておく。ＳＮ比算出部１２４は、予め算出していた雑音のパワーと
、収音された音信号のパワーとを用いてＳＮ比率を算出する。ＳＮ比率が大きい場合、音
声に対して雑音が小さいことを示す。また、ＳＮ比率が小さい場合、音声に対して雑音が
大きいことを示す。
【００４９】
　ゲイン決定部１２２は、例えば、ＳＮ比算出部１２４によって算出されたＳＮ比率と特
徴量抽出部１２１によって抽出された特徴量との積に応じてゲインを決定する。
【００５０】
　なお、ゲイン決定部１２２は、予め決められた閾値と、上記積とを比較してもよい。こ
の場合、ゲイン決定部１２２は、上記積が閾値を越えていれば、ゲインを０～１に決定す
る。また、ゲイン決定部１２２は、上記積が閾値以下であれば、ゲインを０に決定する。
【００５１】
　また、ゲイン決定部１２２は、特徴量抽出部１２１によって抽出された音声の特徴量と
、ＳＮ比算出部１２４によって算出されたＳＮ比率特徴量抽出部との積に応じてゲインを
決定する例に限定されない。ゲイン決定部１２２は、例えば、音声の特徴量及び算出した
ＳＮ比率を論理式、例えば、論理積、論理和、排他的論理和等、又は複数の論理式の組み
合わせを用いてゲインを決定してもよい。
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　実施形態２の音声処理装置１は、近端側の話者の特徴量抽出部１２１による音声である
確率（音声の特徴量）だけでなく、音信号対雑音のＳＮ比率にも基づいて、音信号のレベ
ルを調節する。これにより、音声処理装置１は、マイク１５で収音された近端側の話者の
音声をより適切なレベルで遠端側に送信することができる。
【００５３】
　なお、実施形態２の音声処理装置１では、ＣＰＵ１２ＡがＳＮ比算出プログラムを読み
だして実行している例で説明したが、ＳＮ比算出部は、ＳＮ比算出回路で構成されていて
もよい。
【００５４】
　（実施形態３）
　実施形態３の音声処理装置１Ａについて図９を参照して説明する。図９は、実施形態３
の音声処理装置１Ａの主要な構成を示すブロック図である。図１０は、実施形態３の音声
処理装置１ＡのＣＰＵ１２Ｂの機能的構成を示すブロック図である。なお、音声処理装置
３は、音声処理装置１Ａと同じ構成及び機能を有しているので、以下の説明では、音声処
理装置１Ａを代表して説明する。また、音声処理装置１と同じ構成には、同じ符号を付し
、説明を省略する。
【００５５】
　実施形態３の音声処理装置１Ａは、図９に示すように、複数（図９では２つ）のマイク
１５Ａ及びマイク１５Ｂを備えている。音声処理装置１Ａは、マイク１５Ａ及びマイク１
５Ｂのそれぞれから近端側の音信号を収音する。
【００５６】
　マイク１５Ａ及びマイク１５Ｂのそれぞれは、音信号をＣＰＵ１２Ｂに出力する。
【００５７】
　ＣＰＵ１２Ｂは、図１０に示すように、相関算出部１２５を備えている。相関算出部１
２５は複数のマイク１５Ａ及びマイク１５Ｂで収音した音信号の相関を算出する。相関算
出部１２５は、白色化相互関数を算出する。
【００５８】
　相関算出部１２５は、マイク１５Ａから生成される第１音信号Ｓ１（ｔ）のスペクトル
及びマイク１５Ｂから生成される第２音信号Ｓ２（ｔ）のスペクトルの相関を求める。
【００５９】
　なお、以下の説明では、一例として、マイク１５Ａは、指向性マイクである。マイク１
５Ｂは、全方向に均一な感度を有する無指向性マイクである。ただし、マイク１５Ａ及び
マイク１５Ｂの指向性の態様は、この例に限るものではない。例えば、マイク１５Ａ及び
マイク１５Ｂともに無指向性のマイクであってもよいし、ともに指向性のマイクであって
もよい。また、マイクの数も２つに限るものではなく、音声処理装置１Ａは、例えば３つ
以上のマイクを備えていてもよい。
【００６０】
　白色化相互関数は、例えば、以下の数式２～数式６によって算出される。まず、相関算
出部１２５は、以下の数式２及び数式３に従って、第１音信号Ｓ１（ｔ）及び第２音信号
Ｓ２（ｔ）のそれぞれにＦＦＴを施す。そして、相関算出部１２５は、第１音信号Ｓ１（
ｔ）及び第２音信号Ｓ２（ｔ）を周波数領域の信号Ｓ１（ω）及び信号Ｓ２（ω）に変換
する。
【００６１】
【数２】

【００６２】
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【数３】

【００６３】
　次に、相関算出部１２５は、周波数領域の信号Ｓ１（ω）及び信号Ｓ２（ω）の相互相
関関数Ｓ１、２（ω）を算出する。
【００６４】

【数４】

【００６５】
　上記の数式４における、＊は、複素共役（複素数について、虚部を－１倍する）を示す
。
【００６６】
　さらに、相関算出部１２５は、数式４で算出された相互相関関数Ｓ１，２（ω）から、
例えば、IFFT（Inverse Fast Fourie Transfer（フーリエ逆変換））を施して白色化相互
関数係数CPS1,2(τ)を算出する。
【００６７】
【数５】

【００６８】
　さらに白色化相互関数係数CPS1,2(τ)から、白色化相互関数係数が最大となる時間差Ｔ
ＤＯＡ1,2を算出する。
【００６９】

【数６】

【００７０】
　相関算出部１２５は、上述の数式２～数式６を用いることで、第１音信号及び第２音信
号Ｓ２（ｔ）の波形の時間差（位相差）ＴＤＯＡ1,2を求める。時間差ＴＤＯＡ1,2が大き
い場合、相関算出部１２５は、装置の近くに音源が存在するとみなし、音源からの音声を
近端側の話者の音声であると判定する。一方、相関算出部１２５は、時間差ＴＤＯＡ1,2

が小さい場合、間接音が多く、装置の遠方の音源からの雑音であると判定する。
【００７１】
　ゲイン決定部１２２は、特徴量抽出部１２１によって抽出された音声の特徴量と相関算
出部１２５によって判定された判定結果の積を用いて収音した音信号のゲインを決定する
。
【００７２】
　実施形態３の音声処理装置１Ａの相関算出部１２５は、白色化相互関数を用いることで
、音源からの音信号が音声又は遠方の雑音であるかを判定する。これにより、実施形態３
の音声処理装置１Ａは、近端側の話者の音声である確率（音声の特徴量）だけでなく、遠
方からの雑音であるか否かにより、音信号のレベルを調節する。従って、音声処理装置１
Ａは、マイク１５で収音された近端側の話者の音声をより適切なレベルで遠端側に送信す
ることができる。
【００７３】
　なお、ゲイン決定部１２２は、音声である確率（音声の特徴量）及び相関算出部１２５
による判定結果の積を用いてゲインを決定する例に限定されない。ゲイン決定部１２２は
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、例えば、音声である確率（音声の特徴量）及び該判定結果を論理式、例えば、論理積、
論理和、排他的論理和等、又は複数の論理式の組み合わせでゲインを決定してもよい。
【００７４】
　また、実施形態３の音声処理装置１Ａは、実施形態２の音声処理装置１と組み合わせて
使用してもよい。この場合、例えば、ゲイン決定部１２２は、音声である確率＋ＳＮ比率
×該判定結果により、マイク１５で収音された音信号のゲインを決定する。これにより、
音声処理装置１Ａは、より精度よく、マイク１５で収音された近端側の話者の音声を適切
なレベルで遠端側に送信することができる。なお、ゲイン決定部１２２は、音声である確
率（音声の特徴量）、ＳＮ比率及び該判定結果を、複数の論理式、例えば論理積、論理和
、排他的論理和等、を組み合わせることでゲインを決定してもよい。
【００７５】
　また、実施形態３の音声処理装置１Ａでは、ＣＰＵ１２Ｂが相関算出プログラムを読み
だして実行している例で説明したが、相関算出１２５は、相関算出回路で構成されていて
もよい。
【００７６】
　（変形例１）
　変形例１の音声処理装置１の特徴量抽出部１２１について、説明する。音声処理装置１
は、機械学習によって、音信号が近端側の話者の音声であるかどうか判定する。
【００７７】
　音声処理装置１は、例えば、予め複数の音声サンプルを記憶させておく。音声処理装置
１は、複数の音声サンプルの特徴量を算出し、音声の特徴量を学習モデルとしてパターン
化しておく。音声処理装置１は、マイク１５で収音した音信号を、記憶されていた音声サ
ンプルの特徴量と比較する。音声処理装置１は、マイク１５で収音した音声の特徴量と、
記憶されていた音声サンプルの特徴量のパターンマッチングにより、音声である確率を求
める。
【００７８】
　例えば、音声処理装置１は、音声の特徴量及び、雑音の特徴量を学習し、それぞれの音
声モデル及び、雑音モデルとしてパターン化しておく。音声処理装置１は、未知の（マイ
クで収音した）音信号を入力し、より尤度の高い値を示すモデルを基に、該音信号を音声
か否か判定する。
【００７９】
　変形例１の音声処理装置１は、機械学習により、マイク１５で収音した音信号から音声
の確率を求める。これにより、変形例１の音声処理装置１は、より簡易な方法で、マイク
１５で収音された近端側の話者の音声を適切なレベルで遠端側に送信することができる。
【００８０】
　なお、変形例１の音声処理装置１は、ニューラルネットワークを用いて、音声である確
率を求めてもよい。すなわち、変形例１の音声処理装置１は、ニューラルネットワークに
よって予め学習された、未知の音信号の特徴量を入力し、出力結果に基づいて、音信号を
音声か否かを判定する。
【００８１】
　（変形例２）
　変形例２の音声処理装置１の特徴量抽出部１２１について、説明する。変形例２の音声
処理装置１の特徴量抽出部１２１は、音信号の基音と倍音の周波数分布によって、音声の
特徴量を抽出する。
【００８２】
　特徴量抽出部１２１は、例えば、マイク１５で収音された音信号にＦＦＴを施す。特徴
量抽出部１２１は、マイク１５で収音された音信号から基音と基音の整数倍である倍音を
検出すれば、話者の音声であると推定する。
【００８３】
　変形例２の音声処理装置１は、より簡易な方法で音声である確率を求める（音声の特徴
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量を抽出する）ことができる。
【００８４】
　（別の変形例）
　別の変形例について、以下に列挙する。
【００８５】
　別の変形例の音声処理装置１の特徴量抽出部１２１は、周波数帯域におけるパワー（ｄ
Ｂ）を算出する。より詳細には、特徴量抽出部１２１は、音信号にＦＦＴを施して、パワ
ーを算出する。特徴量抽出部１２１は、マイク１５で収音した音信号のパワーに応じて、
音信号が音声である確率を求める。言い換えると、特徴量抽出部１２１は、マイク１５で
収音した音信号のパワーに応じて、音信号が音声であるか否かを判定する。
【００８６】
　また、別の変形例の音声処理装置１の特徴量抽出部１２１は、スペクトルフラックス手
法によって音声の特徴量を抽出する。スペクトルフラックスは、音声スペクトルの局所的
な変化を示すものである。すなわち、スペクトルフラックスが大きければ、音の変動が大
きいことを示す。すなわち、音声処理装置１の特徴量抽出部１２１は、スペクトルフラッ
クスが大きければ、近端側の話者が発話したと判断する。
【００８７】
　また、別の変形例の音声処理装置１の特徴量抽出部１２１は、非周期性指標によって音
声の特徴量を抽出する。非周期性指標は、音声の周期成分及び非周期成分の割合を示す。
非周期性指標は、嗄れ声の子音のように周期的な成分と非周期的な成分が混在した音を表
すために用いられている。本変形例の特徴量抽出部１２１は、非周期性指標を算出する。
すなわち、音声処理装置１の特徴量抽出部１２１は、非周期性指標を検出すれば、近端側
の話者が発話していると判定する。
【００８８】
　また、別の変形例の特徴量抽出部１２１は、音声である確率（音声の特徴量）として、
音信号の時間波形がゼロと交差する回数を計算する。特徴量抽出部１２１は、音声の時間
領域においてゼロ交差となる点の出現頻度を算出したものである。ゼロ交差は、音声の基
音であるピッチに対応する。すなわち、音声処理装置１の特徴量抽出部１２１は、ゼロ交
差を検出すれば、近端側の話者の音声の確率が高いと推定する。
【００８９】
　なお、本発明の構成は、全て、ＦＧＰＡ（Field-Programmable Gate Array）などのハ
ードウェアにより実現してもよい。例えば、図１１に示すように、音声処理装置１又は音
声処理装置１Ａは、特徴量抽出部１２１は、特徴量抽出部１２１に対応する特徴量抽出回
路１２１Ａ、ゲイン決定部１２２に対応するゲイン決定回路１２２Ａを備えていてもよい
。
【００９０】
　また、通信部１１のハードウェアの機能を、ＣＰＵ１２、ＣＰＵ１２Ａ又はＣＰＵ１２
Ｂがメモリ１４に記憶された通信制御プログラムを読み出して実行することで実現しても
よい。
【００９１】
　また、本発明の構成は、適宜ハードウェア及びソフトウェアを組み合わせて実現しても
よい。
【００９２】
　上述の実施形態及び変形例の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではな
いと考えられるべきである。本発明の範囲は、上述の実施形態及び変形例ではなく、特許
請求の範囲によって示される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味
及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００９３】
１，１Ａ，３…音声処理装置
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１１…通信部（送信部）
１５…マイク
１２１…特徴量抽出部（音声推定部）
１２２…ゲイン決定部
１２４…ＳＮ比算出部
１２５…相関算出部

【図１】

【図２】

【図３】
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